
一般援助活動  事前打ち合わせ票 書き方と注意点 

 

◆活動を行う前に○利用会員と預ける○子どもと○協力会員の三者で打ち合わせを行うことです。 

活動をお願いできるか、活動を引き受けられるかを会員双方が判断する場です。 

◆事前打ち合わせは、活動時間に応じた利用料がかかります。  

平日：￥800/1時間  土日祝日：￥1,000/1時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆事前打ち合わせ時に「安全チェックリスト(様式➁)」を使って保育環境の確認をします。 

◆活動時にも「安全チェックリスト」を携帯し、活動前に毎回保育環境・体調の確認をします。 

 

 

 

➋ 緊急連絡先は、仕事中でも必
ず連絡がつく連絡先を複数記入し

てください。携帯電話、勤務先等、

連絡が取りやすい順に記載してく

ださい。 

表 

➌ 災害時に備えて避難場所を
決めます。電話が不通の場合の対

処方法も確認します。メール等も

有効な手段です。 

➊ 実際の活動場所で行います。 

口頭・メール、LINE 等による確認

は、事前打ち合わせとして認めら

れません。 

●前回の活動より半年以上期間が

経過した場合は、再度の事前打ち

合わせが必要です。 

 ➋ 

➊ 

➌ 

安全チェックリスト（様式➁）を準備します 

事前打ち合わせって何？ 
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◆活動日時を利用会員と協力会員で確認します。 

◆活動の前に○利用会員➡事務局に電話で利用前連絡をしてください。（留守番電話でも対応可） 

  

◆同じ内容であれば事前打ち合わせは１回です。 

◆活動内容が異なる時は、改めて事前打ち合わせが必要です。 

（例：子どもを追加したい。預かり場所が変わる、送迎を追加する等。） 

◆情報の変更・追加がある場合は、事前打ち合わせ票の裏面をコピーするか、ホームページで 

ダウンロードして追記してください。○利用会員が準備します。➎を参照。 

 

 

 

 
➏ 保育施設等への送迎が
ある場合は、事前打ち合わせ

時に実際に出向き、場所と入

室方法、荷物の持ち帰り等の

確認をします。 

 

➐ 移動が伴う場合は、道順
と移動手段についても確認し

ます。雨の日の送迎方法、雨具

の使用についても実践の上、

相談してください。 

 

➐ 

➑ 
➑ 預かり中の食事作りは
できません。作り置きの食事、

レトルトを温めて提供する等

の対応になります。 

購入する場合は、内容・目安と

なる金額を相談します。 

➒ 活動中の過ごし方につ
いて相談します。テレビや 

タブレット等の視聴について

も確認します。 

事前打ち合わせは 1回やれば良いですか？ 

事前打ち合わせが終わったら…利用会員➡事務局へ    利用前連絡を！ 

①利用会員番号・名前 ➁日にち・時間 ③子どもの人数 ➃協力会員番号・名前 ⑤活動内容 
 

    03-5380-0752 

事前打ち合わせ票 


